
バリアフリー法の政令改正に伴う横浜市の対応について 
(便房・駐⾞施設・客席) 

１ 趣旨 

⾼齢者、障害者等の外出機会の増⼤等に伴い、バリアフリー化を着実に進めるための環境整備が求めら
れていることから、今般バリアフリー法の政令が改正され⾞椅⼦使⽤者⽤の「便所」及び「駐⾞場」に係
る設置基準の⾒直し、並びに「劇場等の客席」に係る設置基準が創設されました。（令和６年６⽉ 21 ⽇公
布、令和７年６⽉１⽇施⾏）

ついては、改正基準が福祉のまちづくり条例（以下、「条例」という。）で定めている基準を上回るため、
本市条例の基準と整合を図る必要があります。

２ バリアフリー法政令の改正内容について 

・⾞椅⼦使⽤者⽤便房の設置基準⾒直し  （別紙１）
・⾞椅⼦使⽤者⽤駐⾞施設の設置基準⾒直し（別紙２）
・⾞椅⼦使⽤者⽤客席の設置基準創設 （別紙３）

３ 本市の対応について 

本市条例の建築物移動等円滑化基準（※１）及び指定施設整備基準（※２）について、バリアフリー法
政令改正をふまえて、横浜市の基準の⾒直しを検討します。

なお、基準案の検討にあたっては、福祉のまちづくり条例第７条第３項に基づき専⾨委員会を設置し、
対応案をお諮りする予定です。

４ 今後の規則改正スケジュール（案） 

改正法の施⾏（令和７年６⽉１⽇）と同⽇施⾏を⽬指して、規則改正の検討を進めます。

５ 参考資料 

建築物のバリアフリー基準の⾒直し⽅針（国⼟交通省）
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（※１）建築物移動等円滑化基準
バリアフリー法に基づく全国共通の基準で、法律上、遵守する義務がある基準。建築確認において適

合状況を審査し、適合しないと⼯事着⼿ができない。（地⽅公共団体は条例により義務対となる床⾯積
の引下げや必要な基準を付加することができる。）

（※２）指定施設整備基準
より使いやすい施設整備の実現を⽬指すための横浜市独⾃の基準。条例で遵守することが義務付け

られており、市との事前協議が必要。
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